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県内市町村の脱炭素化支援について

山梨県地域脱炭素ステップアップ講座

   令和６年１月30日

岩手県 環境生活部 環境生活企画室

グリーン社会推進課長 

高橋 政喜



１ はじめに（市町村支援の着眼点）
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１ 県全体の温室効果ガス削減目標（▲57％、
2023.3改訂）達成には全県を挙げた取組
が不可欠

２ 地域脱炭素の推進主体として市町村の
役割がより一層重要に

３ 施策推進・財源確保に当たって実行計画（区域施策編）が重要な
位置づけ（標準装備化）

４ 脱炭素に向けた取組の差が地域経済や生活の質に影響

2020年度
は▲30％

➢対応策の例示、課題に合わせた支援など、県としての働きかけ
を強化



２ 脱炭素に向けた県の方針①（トピック）

いわて気候非常事態宣言（2021年２月）
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○ 温室効果ガス排出量2050年実質ゼロに向けて、県民と気候
変動に対する危機意識を共有し、県実行計画に基づく温暖化対
策に連携して取り組むことを表明するために宣言

○ 国の温室効果ガスの新たな削減目標の設定に対応し、計画を見直し
➢ 温室効果ガス排出削減割合（2013年度比）▲57％
➢ 再生可能エネルギー電力自給率66％

温室効果ガス削減目標の見直し（2023年３月）

第２次岩手県地球温暖化対策実行計画策定（2021年３月）

○ 社会情勢の変化や国の動向、本県の温室効果ガス排出量の将来予測やエネル
ギー需給の見通しを踏まえた計画を策定
➢ 目指す姿「省エネルギーと再生可能エネルギーで実現する豊かな生活と持
続可能な脱炭素社会」

➢ 温室効果ガス排出削減割合（2013年度比）▲41％
➢ 再生可能エネルギー電力自給率65％

○ パリ協定の目標達成に向けて地域から貢献すべく、地方自治
体からメッセージを発信。東北では初

2050年カーボンニュートラル表明（2019年11月）

2016年 台風第10号
2017年 台風第19号
秋サケ・サンマなどの
漁獲量減少



２ 脱炭素に向けた県の方針②（県政の重点事項）
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➢ＧＸが県政のメインストリームに



２ 脱炭素に向けた県の方針③（市町村への期待・支援）
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３ 課題認識①（実行計画〔区域施策編〕未策定）
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年度
現状値

（2021）
2023 2024 2025

策定市町村の
割合（％）

16 34 46 58

策定
市町村数

5 11 15 19

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定市町村の割合

岩手県は
15.6％
（当時）



３ 課題認識②（エネルギー代金の流出）

7出典：環境省公表資料を一部加工



４ 県市町村ＧＸ推進会議の新設

➢県全体の取組推進に向け、専門
的・大局的な観点から助言を得
られる外部人材の活用を進める。

【内容】
・国、大学、民間企業・団体等か
ら専門人材をアドバイザーとし
て招へい。

➢ＧＸ推進に向けた県・市町村の連携強化のため、副知事（CGO）及び

副市町村長で構成する会議を新設

【内容】

・脱炭素に向けた県と市町村の役割、市町村の先行事例の情報共有、国や県の施策・支援

メューの紹介と活用の働きかけ、外部専門人材からの助言など

・実行計画の策定、再エネ促進区域の設定、交付金の活用等、市町村の状況に

応じた取組を支援

※毎年度１回開催、取組の進捗状況を共有

【目的】
温対法の改正により、地域脱炭素の推進主体としての市町村の役割が一層重要になり、再生可能エネルギーの導入促

進のためのポジティブゾーニングや地域新電力の活用など地域特性に応じた取組の推進が期待されることから、県と各
市町村の一層の連携の強化に向け新たに県市町村ＧＸ推進会議（以下「推進会議」という）を設置する。

準備会合（2023.2.16）

外部専門人材の活用

助
言

➢推進会議の設置に先立ち、県、市町村それぞれの現状について

情報共有するため、担当部課長による準備会合を開催

【内容】

・県からの情報提供（実行計画案、令和５年度事業案、今後の推進体制等）

・市町村からの情報提供（実行計画策定、省エネ設備・再エネの導入促進、吸収源対策等）

・環境省講演（脱炭素化支援機構の意義、県・市町村に対する国の支援策等）

・金融機関からの情報提供（自治体及び事業者等向けの脱炭素コンサル機能等）

第１回推進会議（2023.6.6）

➢推進会議での議論を実行に移す場として、担当課長・担当レベルでの情報交換。

【内容】

・実行計画策定や交付金活用等の具体的なテーマについて意見交換・助言など

実務者会議（2023.８月以降随時）
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環境省
地元金融機関

環境省東北地
方環境事務所



５ 市町村への働きかけ（道筋の提示）
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６ 市町村の課題認識
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７ 市町村の課題解決に向けて①（実行計画）
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専門知識
・外部専門人材の活用（地方創生人材支援制度等）

・任期付職員の採用

人員
・担当部署の設置、関係部署の連携・役割分担

・複数市町村による共同策定

策定財源
・国の補助（計画策定支援）

・県の補助（計画策定支援）

ノウハウ
・区域施策編マニュアルの活用

・県、先行市町の事例の活用

施策財源
・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
・脱炭素化推進事業債
・重点対策加速化事業（間接補助は市町村負担なし）

施策検討
・脱炭素で地域課題を解決

・脱炭素予算は今がチャンス

脱炭素をテーマ

に地方創生



７ 市町村の課題解決に向けて②（重点対策加速化事業）
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計画作成
・先行市町村の事例の活用

（地域課題とマッチする取組）

事業検討
・脱炭素で解決したい地域課題の抽出

・市町村としての率先行動と間接補助とのバランス

連携体制
・あらゆる政策を脱炭素化に向けてシフト

・企画・財政部門との連携

自主財源
・間接補助に優先活用

・直接事業は脱炭素化推進事業債等の活用との比較

交付事務
・会計年度任用職員の採用
（事務費も交付金の対象）

事業要件 ・再エネ導入量は直接・間接事業を問わない。



７ 市町村の課題解決に向けて③（脱炭素全般）
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開放型・ジョ ブ型の任期付き職員

① 財源不足が課題である。

➡ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（交付率2/3等）や地域経済循環創造事業交付金（交付

率1/2＋特別交付税1/4）、脱炭素化推進事業債（充当率90%、交付税措置率30～50%）の活用のほか、県
による計画策定の支援メニューの活用や市町村間の広域連携も有効です。

② 人員不足が課題である。

➡ 全庁的な定員マネジメントの中で担当部署を設けることが理想的で、任期付き職員
の採用なども有効ですが、特に小規模自治体の場合には、複数市町村が共同で計画策
定や事業構築を行うことにより、事務負担の軽減が期待されます。

③ 職員に専門的知識が不足している。

➡ 自治大学校等の研修による職員の育成が考えられるほか、外部専門人材の委嘱や任
期付き職員の採用なども有効です。

④ 全庁的な体制構築が課題である。

➡ 脱炭素は様々な部署が関係する取組であることから、DX分野でのCIOやCDOのよ
うに、脱炭素分野でのCxO（Chief x Officer）を設置することが考えられます。

➢市町村からの主な意見と県の考え方



７ 市町村の課題解決に向けて③（脱炭素全般）
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サービス付き高齢者向け住宅適正立地促進税制 : コンパクトシティの観点からの政策提言

⑤ 国や県との連携を強化したい。

➡ 県による計画策定の支援メニューを活用して国の交付金を獲得することが有効であ
るほか、逆に、県による認定事業所（通称の付与を検討中）を市町村が支援することなども
考えられますが、その他にも具体的な提案があればお寄せください。

⑥ 促進区域の設定に当たって住民の合意形成が困難である。

➡ 促進区域については、最初から完成形を目指すのではなく、合意が得られた部分か
ら徐々に拡大していくなど、さまざまな設定プロセスが想定されるものです。

⑦ 促進区域外への立地を抑制したい。

➡ 再エネ発電設備に係る固定資産税の特例措置については、各市町村の条例で特例割
合を一定の範囲で任意に設定することが可能であり、促進区域の内外で特例割合に差
を設けて、促進区域外への立地を抑制することが考えられます。

⑧ 地域裨益型の発電事業者を優遇したい。

➡ 今後の企業誘致等の観点からも再エネの地産地消は極めて重要であり、⑦の特例措
置について、一定の事業者要件を設けて特例割合に差を設けることも考えられます。
（区域要件＋事業者要件による政策誘導）



７ 市町村の課題解決に向けて④（CGO新設）
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開放型／閉鎖型 ジョ ブ型／メンバーシップ型 雇用／任用の4象限

１．趣旨・目的

本県の地球温暖化対策の目標を達成するためには、全庁を挙げた取組が不可欠であり、単に表面的

な手法にとどまることなく、組織全体の構造と機能に目を向け、政策構築に対する考え方とアプロー

チの方法を新たに見出す必要がある。

そこで、庁内にCGO（最高脱炭素責任者）を創設することによって、本県の政策を脱炭素化に向け

て大胆にシフトさせ、環境と成長の好循環、ひいては人口減少対策につなげるものとする。

２．主な役割

（１）部局横断的な政策マネジメント

○ 庁内あらゆる部局の政策が脱炭素化につながるよう指示すること

（例）産業政策×脱炭素、住宅政策×脱炭素、交通政策×脱炭素 など

（２）グリーン人材の確保・育成

○ 脱炭素分野の高度な知見を有する人材を活用すること （例）外部専門人材の招へい など

○ 脱炭素分野の知識等を有する職員を育成すること （例）研修やセミナーの受講 など

３．スケジュール

R5.4.1 八重樫副知事がCGO に就任



８ 県としての支援①（財政面）
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８ 県としての支援②（県の計画改訂手法の紹介）
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① 現況 ※自治体排出カルテで簡易的に求められる。

各種統計（総合エネルギー統計、経済センサスなど）に基づ
く推計値、事業者からの聞き取りによる実績値

② 現状すう勢ケースによる削減量

過去（2013～2019年度）のエネルギー消費量・排出量等の
推移を基準に、2030年度における社会情勢（人口、経済成長率
等）を考慮して推計

③ 排出削減対策による削減量

国の地球温暖化対策計画における部門ごとの削減量を、地域
特性を表す指標（産業構造や人口等）で按分して岩手県分を算
定

④ 再エネ導入による削減効果、森林吸収分を算定し、全体の削減

目標を設定

１ 排出量の推計、削減目標設定



８ 県としての支援②（県の計画改訂手法の紹介）
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経産省電力調査統計をベースに、発電設備の導入量と発電電力
量の現状値を算定

FIT認定を受けた事業計画等を参考に、2030年度までの導入見
込みを算定

２ 再エネの導入量算定

省エネ対策の推進、再エネの導入促進、多様な手法による地球
温暖化対策の推進を柱として、関係部局が目標達成に向けた取組
を検討。
検討に当たっては、庁内のワーキンググループや既存の会議体

等を有効活用

３ 対策・施策



８ 県としての支援③（先行自治体の事業紹介）
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0 5 10 15 20 25 30

①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電

②地域共生・地域裨益型再エネの立地

③業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導

④住宅・建築物の省エネ性能等の向上

⑤ゼロカーボン・ドライブ

交付金メニューごとの活用自治体数

出典：環境省WEBサイトに掲載されている各自治体の事業計画から岩手県が集計
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/
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１ 自家消費型の太陽光発電
住宅・事業者の太陽光・蓄電池・EV（補助）
庁舎への太陽光発電導入

２ 地域共生・地域裨益再エネ
公有施設への再エネ・蓄電池・EV導入
水道施設への水力発電導入

３ ビルの省エネとZEB
公共施設のZEB化、省エネ設備導入
事業者のZEB化（補助）
事業者の省エネ設備（補助）

➢下記のような地域課題を、脱炭素をエンジンとして解決しようと
している。

出典：環境省「重点対策加速化事業 事業概要」一覧より抜粋

８ 県としての支援③（先行自治体の事業紹介）
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出典：環境省「重点対策加速化事業 事業概要」一覧より抜粋

８ 県としての支援③（先行自治体の事業紹介）

４ 住宅・建築物の省エネ
住宅の省エネ設備（補助）

新築ZEH化・既存住宅断熱改修（補助）

事業者の省エネ設備（補助）再掲

５ 再エネとセットでのEV導入
公用車のEV・PHV導入・充電器設置

事業者向けEV・充電器（補助）
EVバス、EV清掃車
EVカーシェアリング
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８ 県としての支援④（県の重点対策加速化事業紹介）

① 事業者向け
自家消費型太陽光発電設備
太陽光+蓄電池+EV（PHV）+充放電設備一体導入
省エネ設備（照明、空調、給湯、換気）
バイオマスボイラー導入

② 住宅向け
ZEH+を上回る新築住宅、太陽光＋蓄電池

１ 間接補助

県有施設のNearlyZEB化

県有施設へのバイオマス熱利用設備

県有施設へのLED導入（庁舎、学校、県立病院等）

執行事務費（会計年度任用職員、委託費等）

２ 県直接事業
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８ 県としての支援⑤（事業の検討過程）

産業分野 住宅分野 公共施設

県

• 太陽光発電設備の補助
• 太陽光・EV等セット補助
• 省エネ設備の補助（空調、給

湯、照明、換気）
• 水素ステーション、FCV補助
• EVバス、タクシー補助

• 県産木材を使った
新築・リフォーム
補助に省エネ基準
で上乗せ補助

• 省エネ改修補助

• 県立学校へのLED導入
• 庁舎へのLED導入
• バイオマス熱利用設備

の導入

下線は重点対策加速化事業

事業の検討においては、
① 地域課題の解決
② 地域特性の活用の観点から

既存事業の見直しも含めて検討することが有用

《参考》県の場合

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/ontai/1067145.html

①地域課題
・中小企業の脱炭素化
・EV普及の遅れ
・エネルギー代金の流出

②地域特性
・家庭分野は暖房と電力消費が多い
・自動車由来の温室効果ガスが多い
・災害等へのレジリエンス向上

③R５年度の主な事業
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８ 県としての支援⑥（地域課題の意識づけ）

先行自治体の例
• 地域の特色を脱炭素の視点で活用
• 地域の課題を脱炭素の視点で解決

市域面積の4分の3を占める森林の循環利用を促進する観点から、
木質バイオマス発電の利用を活性化し、災害時等には近隣地域へ
優先的に電力供給

既存庁舎、子育て交流センター、エネルギー消費量が多い温泉施設
等でのZEB Ready化

町の特産物であるキノコ工場（電力消費量が多い）を中心とした再
エネ発電設備の導入

電動ゴミ収集車を導入し、CO2排出削減について行政が模範を示
し、市民の環境意識の高揚を促す

皆さんの市町村の特色、課題は何ですか？
脱炭素の視点で活用、解決できませんか？
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９ 今後の検討事項①（地域裨益再エネの実現）

25出典：環境省公表資料を一部加工



９ 今後の検討事項①（地域裨益再エネの実現）
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自治体主導の仕組み

事業者判断による地域貢献

① 条例、ガイドライン等に地元協調策や協定書記載事項を規定
• 売電収益の一部の提供
• 関連工事等の地元発注
• 地域新電力と連携したエネルギーの地産地消 など

② 農山漁村再エネ法の基本計画や温対法の実行計画で取組を規定
• 自然環境の保全、配慮すべき事項
• 農林漁業の健全な発展に資する取組⇒収益の一部の提供 等
• 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

• 地元雇用
• 発電所見学会、出前授業による住民理解促進
• 地域活動への参画
• EV寄贈



９ 今後の検討事項①（地域裨益再エネの実現）
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地域に裨益する再エネ
（収益が地域に留まる再エネ）

事業者

地域
(市町村)
(住民)

• 適地への誘導
• 地元雇用の創出
• レジリエンス強化

• 再エネ地産地消
• 環境保全の取組
• 地域経済、社会の持続的発展に資する取組

• ガイドライン、協定

• 脱炭素化促進事業

• 農山漁村再エネ法の計画

ガイドライン等に必要な
情報提供、助言

環境配慮基準（済）

計画策定に必要な
情報提供、助言

県としての支援・助言



９ 今後の検討事項②（市町村と県の役割分担）
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「脱炭素・LGBT・役割分担論」『厚生福祉』令和5

年6月

強制手法 情報・啓発手法 経済手法

県

○企業の脱炭素経営カルテ
作成の義務付け（条例）

など

○ウェブサイトや広報誌、
各種セミナーによる啓発

○脱炭素化経営企業認定

など

○省エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の設置補助
（予算）

など

市町村

○太陽光発電設備の設置

規制（条例）

など

○ウェブサイトや広報誌、
各種セミナーによる啓発

など

○省エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の税制特例

など

※ 法学者レッシグが提唱した権力の４つのモードとして、①法律（Law）、②規範（Norm）、③市場（Market）、④構造
（Architecture）があるが、上記の強制手法、情報・啓発手法、経済手法は①～③に対応している。

○ 公有施設のZEB化といった公的部門では、県・市町村がそれぞれに取り組む必要がある一方、

民間部門に対する役割分担の実態は概ね以下のとおりとなっている。

論点① ： 特に経済手法のうち予算関連施策について、県・市町村がそれぞれ積極的に取り組む

中、どのような役割分担が行われているのか。（タテの関係）

論点② ： 各政策手法間の連携はどのように行われているのか。（ヨコの関係）

役割分担は？

○再エネ促進区域の設定



９ 今後の検討事項③（市町村と県の連携）
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強制手法 情報・啓発手法 経済手法

県

○企業の脱炭素経営カルテ
作成の義務付け（条例）

など

○ウェブサイトや広報誌、
各種セミナーによる啓発

○脱炭素化経営企業認定

など

○省エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の設置補助
（予算）

など

市町村

○太陽光発電設備の設置

規制（条例）

など

○ウェブサイトや広報誌、
各種セミナーによる啓発

など

○省エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の税制特例

など

○ 例えば「脱炭素化経営企業認定」について、政策手法間の連携は以下のとおりであり、今後

は県・市町村の枠を超えた連携を検討する余地がある。

連携済み（※１）

○再エネ促進区域の設定

連携済み（※２）

※１ 「いわて脱炭素化経営企業等」認定制度のうち四つ星認定について、「いわて脱炭素経営カルテ」による二酸化炭素
の排出削減を認定要件の一つに含めている。

※２ 本県の事業者向け省エネルギー対策推進事業費補助等について、「いわて脱炭素化経営企業等」認定制度による認定
を受けていることを上乗せ補助要件の一つに含めている。

連携の可能性



９ 今後の検討事項③（市町村と県の連携）
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強制手法 情報・啓発手法 経済手法

県

○企業の脱炭素経営カルテ
作成の義務付け（条例）

など

○ウェブサイトや広報誌、
各種セミナーによる啓発

○脱炭素化経営企業認定

など

○省エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の設置補助
（予算）

など

市町村

○太陽光発電設備の設置

規制（条例）

など

○ウェブサイトや広報誌、
各種セミナーによる啓発

など

○省エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の設置補助
（予算）

○再エネ設備の税制特例

など

○ 県内市町村で検討が進められている「再エネ促進区域の設定」についても、政策手法や県・

市町村の枠を超えた連携を検討する余地がある。

○再エネ促進区域の設定

連携の可能性（※）

※ 例えば、再エネ設備の設置補助（県・市町村）の補助率や補助上限、あるいは、再エネ設備の税制特例（市町村）の軽
減率について、再エネ促進区域の内外で差を設けることなどが想定される。

「サービス付き高齢者向け住宅適正立地促進税制：コンパクトシティの観点からの政策提言」『自治実務セミナー』平成29年
12月



以下、関連資料
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（参考１）県実行計画の概要
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（参考２）県有施設の脱炭素化方針
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（参考３）市町村の現状（脱炭素先行地域）

34

・第４回 脱炭素先行地域までに、全国36道府県95市町村の74提案が選定。
・本県からは東北各県の中で最多となる３市町が採択。

出典：環境省公表資料を一部加工



（参考４）市町村の現状（重点対策加速化事業）

35
出典：環境省公表資料を一部加工



（参考５）脱炭素経営シフトの促進支援

36
【出典】令和５年度温暖化防止いわて県民会議総会資料



（参考６）脱炭素経営シフトの促進支援

37

以下の認定制度等を活用することで、光熱費・燃料費の削減だけでなく、①取
引先の拡大、②知名度・認知度の向上、③人材獲得力の強化といった脱炭素経
営のメリットを享受することが可能。

カルテ公表

カルテ概要

制度概要



（参考７）県民の脱炭素ライフスタイル転換も鍵

38
【出典】令和５年度温暖化防止いわて県民会議総会資料
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ご清聴いただきありがとうございました。
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